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熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録第 ４ 回

平成21年８月11日（火曜日）

午前10時21分開議

午前10時25分閉会

本日の会議に付した事件

・赤潮被害に係る現地調査について

出席委員（８人）

委 員 長 九 谷 弘 一

副委員長 髙 野 洋 介

委 員 村 上 寅 美

委 員 前 川 收

委 員 平 野 みどり

委 員 城 下 広 作

委 員 井 手 順 雄

委 員  田 大 造

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫

午前10時21分開議

○九谷弘一委員長 それでは、ただいまから

第４回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。

皆さん御承知のとおり、有明海、八代海に

おいて、７月から大規模な赤潮が発生し、養

殖業等に多大なる被害を及ぼしております。

そこで、本委員会としても現地調査が必要

と思います。本日、急々に委員会を開催いた

したところでございます。

それでは、この後、現地調査を実施してよ

ろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○九谷弘一委員長 それでは、そのように取

り扱わさせていただきます。

それでは、このように急々に委員会を開い

て出発するに当たって、いろいろ手続上の問

題がありますので、その辺について事務局か

ら説明をお願いします。

○鹿田議事課長補佐 御存じのとおり、先生

方の出張には、基本的には３つのパターンが

あるんですが、１つには議員派遣という形で

本会議で議決されております海外出張とか、

そういったものと、議長の命令による公務出

張、それから今回のような委員会で行う委員

派遣というものがあります。委員派遣という

のは、会議規則の81条で、委員会として決定

をして、これを議長の方に申し出るというよ

うな形になっております。今まで、その辺が

あいまいになっていたんですが、本来はこの

ように１回１回開催するといった方法をとっ

ていたということなんですが、１回１回やる

のも、緊急的なものがありますので、今後ど

ういう取り扱いをするか、その辺を検討して

いきたいと思うんですが、他県を調べてみま

すと、１年間を通して、緊急に視察が必要な

場合には、委員長、副委員長に一任しますと

いうような決定を年度初めにとるというよう

な方法をやっているところもありますので、

そういった方法を検討して、今後やっていき

たいと思っております。

以上です。

○九谷弘一委員長 ぜひそういった方向で議

運あたりで議論をしていただいて……。

○村上寅美委員 今までしよらんとば、わざ

わざ……。

○前川收委員 今後のこともあるんで、この

委員会で決めるたい。
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○九谷弘一委員長 今後も予想されます台風

災害とか雪害とかも出てきますからですね。

今後緊急に農林水産常任委員会として視察が

必要な場合には、正副委員長の方で判断し、

執行部とも相談しながらやっていきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○村上寅美委員 委員長一任たいね。

○前川收委員 委員長一任だな。

○九谷弘一委員長 はい。

○村上寅美委員 それでね、これは、この委

員会だけの問題じゃないだろ。

○前川收委員 それは議運で統一させてやら

なんたい。今わざわざ委員会があっているか

ら、我が委員会はこの委員会で決めてちゃん

としたということにしときゃよかですたい

ね。

○村上寅美委員 わかりました。

○九谷弘一委員長 それでは、よろしくお願

いします。

では、今決まったような形で進めさせてい

ただきます。

それでは、第４回農林水産常任委員会を閉

会します。

午前10時25分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

農林水産常任委員会委員長


